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用語の解説 
用語の解説は、50 音順・アルファベット順に掲載しています。 

 用  語 説  明 
い 医 療 的 ケ ア 人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引、酸素療法、血

糖測定等の医療行為のことです。 
こ ⼾ 別 受 信 機 防災行政無線の屋外スピーカーから流れる放送が、家

の中でも聞くことができる受信機のことです。 
個 別 避 難 計 画 避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて事前

に作成する避難支援等に関する計画のことです。 
し 自 主 防 災 組 織 自治会等の地域住⺠が協⼒して、「自分たちの地域は

自分たちで守る。」ことを目的に、防災活動を行う組
織のことです。 

指 定 緊 急 避 難 場 所 災害により危険が切迫した状況において、住⺠等の安
全の確保を目的として緊急に避難する施設であり、市
があらかじめ指定した施設のことです。 

指 定 避 難 所 災害により自宅に戻れなくなった住⺠等を一時的に
滞在させる施設であり、市があらかじめ指定した施設
のことです。 

深 部 静 脈 血 栓 症 足から心臓へと血液を戻す血管に血の塊（血栓）がで
きて、詰まってします病気のことです。 

に 認 知 地 図 空間の構造や場所に関する記憶によって、頭の中に生
成される地図のことです。 

ひ 避 難 行 動 要 支 援 者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する
おそれがある場合に自ら避難することが困難な方で、
その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援
を要する方のことです。 

避難行 動 要支援 者 名簿 避難行動要支援者の避難支援等を実施するために必
要となる情報を記載した名簿のことです。 

避 難 支 援 等 関 係 者 災害時等において避難支援等に携わる方のことです。
田辺市地域防災計画に次のとおり定めています。 
●自治会及び自主防災組織、●⺠生委員・児童委員、 
●消防機関、●警察機関、●社会福祉協議会 

避 難 支 援 等 実 施 者 避難支援等関係者のうち、個別避難計画に記載されて
いる避難支援等を実施する方のことです。 
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 用  語 説  明 
ひ 避 難 所 等 指定緊急避難場所と指定避難所のことです。 
ふ 福 祉 避 難 所 要配慮者のうち高齢者や障害者で、避難所等では生活に

支障をきたす方に対して、特別の配慮がなされた施設の
ことです。 

み ⺠生委員・児童委員 ⺠生委員とは、⺠生委員法に基づき、厚生労働⼤⾂から
委嘱された非常勤の公務員のことです。 
なお、⺠生委員は、児童福祉法により、児童委員を兼ね
ることになっています。 

よ 要 配 慮 者 高齢者、障害者、傷病者、乳幼児、妊産婦、難病患者等、
防災対策において特に配慮を要する方のことです。 

A A D L 移動、排せつ、食事、更衣、洗面、入浴等の日常生活で
行う動作（アクティビティーズ・オブ・デイリー・リビ
ング）のことです。 
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第１章  総 則 

 
１ 目的  

近年、東日本⼤震災をはじめとする地震や台風等による風
水害における犠牲者の多くは、自⼒での避難が困難な高齢者
や障害者等の「避難行動要支援者」（以下「要支援者」といい
ます。）であることから、全国の自治体では、要支援者に対す
る避難支援体制を構築することが、重要な課題となっていま
す。  

「田辺市避難行動要支援者避難支援プラン」（以下「プラン」
といいます。）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある
場合（以下「災害時等」といいます。）における要支援者への支援を、より円滑かつ迅速に
実施するため、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」及び「田辺市
地域防災計画」（以下「地域防災計画」といいます。）に基づいて作成した本市の「避難支
援等の指針」であり、「自助」、「共助」、「公助」の役割分担を行うとともに、相互に協⼒と
連携を図ることにより、地域の安心・安全体制を強化することを目的とします。 

【自助・共助・公助の取組】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

共 助 
〜自分たちの地域は自分たちで守る〜 
●地域の防災体制の構築 
●防災訓練・防災学習会への参加 
●要支援者の支援 など 

公 助 
〜国・県・市等による支援等〜 

●自主防災組織の育成・支援 
●避難所の整備 
●支援物資の調達・配給 など 

自 助 
〜自分の⾝は自分で守る〜 

●家具の転倒防止 
●住宅の耐震化 
●非常用持ち出し袋の準備 など 

協力・連携 
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２ 田辺市避難行動要支援者避難支援プランの位置付け  

このプランは、上位計画である「地域防災計画」に基づき、要支援者の避難支援や安否
確認等について具体化したものになります。 

また、関連する計画である「田辺市地域福祉計画」、「田辺市災害時保健活動マニュアル」
や田辺市社会福祉協議会が策定している「田辺市地域福祉活動計画」と連携を図るものと
します。 

このプランに定めている要支援者への支援策については、上記の各計画に定められてい
る要支援者への支援施策や関係機関・地域での取組等と連携を図りながら、実現していく
ものです。 

【プランの体系図】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 辺 市 地 域 防 災 計 画 

 田 辺 市 地 域 福 祉 計 画 

田辺市災害時保健活動マニュアル 

連 携 
田辺市避難行動要支援者 

避 難 支 援 プ ラ ン 

関連計画 

 

田 辺 市 地 域 福 祉 活 動 計 画 

（田辺市社会福祉協議会策定） 
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３ 対象とする災害及び地域  

このプランは、災害対策基本法第２条第１項に規定されている「災害」を対象とし、対
象地域は田辺市全域となります。 
【対象となる災害《災害対策基本法第２条第１項～抜粋～》】 

暴風、⻯巻、豪⾬、豪雪、洪水、崖崩れ、⼟⽯流、高潮、地震、津波、噴⽕、地滑り
その他の異常な自然現象又は⼤規模な⽕事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度に
おいてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。 

 
 
 

 
 
 

 
 
４ 田辺市避難行動要支援者避難支援プランの検証及び見直し  

このプランは、地域で行う要支援者への避難支援等に関する活動や市と関係機関が避難
支援等の検討を行う中で発見された課題への対応策等を反映するため、必要に応じて改定
を行うものとします。   
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第２章  避難行動要支援者の把握・情報共有 

 
1 避難行動要支援者の範囲  

要支援者の範囲は「要配慮者」のうち、「災害時等に自ら避難することが困難な者であっ
て、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者」とされており、地域
防災計画に次のとおり定めています。 
【要支援者の範囲《地域防災計画～抜粋～》】 

市では、下記の表に該当する者を対象とします。 
高 齢 者 等 要介護３から５を認定されている者 

障 害 者 

下記の手帳を所持している者 
 ⾝体障害者手帳 １種 １・２級 

療育手帳 １種 Ａ１・Ａ２ 
精神保健福祉手帳 １種 １級 

難病患者等 指定難病（指定疾患及び小児慢性特定疾病を含む。）の患者 
そ の 他 上記以外で市⻑が必要と認める者 

 

 

2 避難行動要支援者名簿・個別避難計画の作成と情報共有  

災害時等に要支援者の避難支援等を円滑かつ迅速に行うた
めには、平常時から要支援者の居住地や生活状況等の情報を
把握し、その情報を避難支援等関係者（自治会、自主防災組
織、⺠生委員・児童委員、消防機関、警察機関、社会福祉協
議会）と共有しておく必要があります。 

このため、市では、災害対策基本法の規定に基づき「避難
行動要支援者名簿」（以下「要支援者名簿」といいます。）と
「個別避難計画」を作成し、避難支援等関係者に提供しています。 

避難支援等関係者は、「要支援者名簿」と「個別避難計画」を活用し、地域の実情に応じ
た避難支援体制の構築に努めるものとします。 

なお、「個別避難計画」の作成や作成した「要支援者名簿」と「個別避難計画」を避難支
援等関係者に提供するには、要支援者本人（本人の意思表示が困難な場合はその家族等）
から同意を得る必要があります。 

 



- 7 - 
 

【要支援者名簿・個別避難計画の作成から避難支援等関係者への提供までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要支援者名簿に記載する内容《地域防災計画～抜粋～》】 

①氏名、②生年月日、③性別、④住所又は居所、⑤電話番号その他の連絡先、 
⑥避難支援等を必要とする理由、 
⑦上記以外で避難支援等の実施に関し市⻑が必要と認める事項 

 

 

 

 

 

 

介 護 認 定 や 障 害 者 手 帳 等 の 

情 報 を 基 に 要 支 援 者 を 把 握 

要 支 援 者 名 簿 の 作 成 

要 支 援 者 名 簿 の 提 供 の 意 向 確 認 

個 別 避 難 計 画 を 作 成 す る た め 

要 支 援 者 宅 へ 訪 問 調 査 

個 別 避 難 計 画 の 完 成 

個別避難計画の作成・提供の意向確認 

要 支 援 者 名 簿 と 個 別 避 難 計 画 を 

避 難 支 援 等 関 係 者 へ 提 供 

市 

要支援者 

民生委員・

児童委員 

市 

避難支援 

等関係者 
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【個別避難計画に記載する内容《地域防災計画～抜粋～》】 

①氏名、②生年月日、③性別、④住所又は居所、⑤電話番号その他の連絡先、 
 ⑥避難支援等を必要とする理由、 

⑦避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先、 
⑧避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項、 

 ⑨上記以外で避難支援等の実施に関し市⻑が必要と認める事項 
 
３ 避難行動要支援者名簿・個別避難計画の利用と管理  

「要支援者名簿」と「個別避難計画」は、災害時等に要支援者の
避難支援、安否確認等や日常の見守り活動に使用します。 

なお、「要支援者名簿」と「個別避難計画」は、災害対策基本法と
個人情報の保護に関する法律の規定により適正に管理しています。 

 
【災害時等における要支援者名簿・個別避難計画の情報開示について】 

要支援者を災害から保護するために特に必要と認めるときは、「災害対策基本法」及び
「個人情報の保護に関する法律」の規定に基づき、市は保有している「要支援者名簿」
と「個別避難計画」を避難支援等関係者等に対して開示します。 

 
《災害対策基本法第 49 条の 11 第３項》 
  市町村⻑は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要

支援者の生命又は⾝体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避
難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提
供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の
同意を得ることを要しない。 

 
《災害対策基本法第 49 条の 15 第３項》 
  市町村⻑は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要

支援者の生命又は⾝体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避
難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画
情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供するこ
とについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の本人の同意を得ること
を要しない。 

 
《個人情報の保護に関する法律第 18 条第３項第２号》 

人の生命、⾝体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
ることが困難であるとき。 
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４ 避難行動要支援者名簿・個別避難計画の更新  

要支援者の状況は時間の経過とともに常に変化することから、市は、原則１年に１回、
要支援者の状況を確認するために訪問調査を実施して、「要支援者名簿」と「個別避難計画」
を最新の状態に保つこととします。  
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第３章  避難行動要支援者に対する支援体制の構築 

 

１ 避難支援体制の構築  

(1) 要支援者の役割（自助）  
  要支援者は、災害時等に隣近所等の地域住⺠から避   

難支援等を受けやすくするため、平常時からコミュニ
ケーションづくりをすることが重要です。 

また、災害時等には、必ず避難支援等を受けられるも
のではないことを理解しておき、自ら情報収集を行い
ながら避難時期を判断し早期に避難を開始する必要が
あります。 

なお、要支援者の平常時と災害時の役割は、次のとおりです。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

平 常 時 

●地域活動を通じて隣近所等の地域住⺠とのコミュニケーションづくり 
●家具の転倒防止、非常用持ち出し袋・備蓄品・常備薬等の準備 
●防災訓練や防災学習会等への参加 
●津波・洪水・⼟砂災害ハザードマップの確認  
●防災情報・避難情報等を取得する手段の確保  
●緊急時の連絡先の確認  
●避難所等の場所・避難経路の確認 
●個別避難計画の作成協⼒ など 

災 害 時 

●避難の時期を判断するための積極的な情報収集  
●早めの避難行動  
●避難所等への避難を必要と判断した場合の速やかな行動 など 
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(2) 避難支援等関係者の役割（共助）  
   災害時等における要支援者の避難支援等は、自主防災組織をはじめとする避難支援

等関係者や地域住⺠を中心とした地域の支えが中心とな
ります。 

   避難支援等関係者は率先避難者として行動し、可能な
範囲で要支援者の避難支援を行います。災害時等におい
ては、避難支援等関係者等も自⾝や家族等の安全を守る
ことを最優先にしなければならないことから、要支援者
に対する避難支援等が行われなかったとしても法的責任
を負うことはありません。 

なお、避難支援等関係者の平常時と災害時の役割は、次のとおりです。 

《自治会・自主防災組織の役割》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 常 時  
●地域全体の防災意識の向上 
●要支援者の見守り活動や地域のコミュニケーションづくり 
●要支援者名簿・個別避難計画制度の周知 
●要支援者名簿・個別避難計画の修正内容を市へ提供 
●要支援者への支援方法等の確認 
●要支援者名簿・個別避難計画の確認と管理 
●要支援者を含めた避難訓練や防災学習会の実施 など 

●要支援者への避難情報の伝達  
●避難経路の確保 
●率先避難者として行動し可能な範囲での要支援者への避難支援、要支援者の

安否確認、避難所等での生活支援 
●避難所等の運営 など 

災 害 時 
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《⺠生委員・児童委員の役割》  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

《社会福祉協議会の役割》  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

平 常 時 

●要支援者の見守り活動や地域のコミュニケーションづくり 
●市からの依頼による個別避難計画の作成に関する調査協⼒ 
●要支援者名簿・個別避難計画制度の周知 
●要支援者名簿・個別避難計画の修正内容を市へ提供 
●要支援者名簿・個別避難計画の確認と管理 など 

平 常 時 

●要支援者の見守り 
●要支援者名簿・個別避難計画制度の周知 
●要支援者名簿・個別避難計画の確認と管理 など 

災 害 時 

●率先避難者として行動し可能な範囲での要支援者への避難支援、要支援者の
安否確認、避難所等での生活支援  

●災害ボランティアセンターの設置 など 

災 害 時 

●率先避難者として行動し可能な範囲での要支援者への避難支援、要支援者の
安否確認、避難所等での生活支援 

●避難所等の運営の支援 など 
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⑶ 市の役割（公助）  
市は、要支援者の情報を収集し、「要支援者名簿」を作成するとともに、「個別避難

計画」の作成の同意、「要支援者名簿」と「個別避難計画」を避難支援等関係者に提供
するための同意を、要支援者本人（本人の意思表示が困
難な場合はその家族等）から得るように努めます。 

要支援者から同意を得られれば「要支援者名簿」と「個
別避難計画」を平常時からの備えとして、避難支援等関
係者に提供します。さらに、自助と共助を避難支援等に
つなげる取組として、このプランの周知と災害に備える
啓発等を進めて地域防災⼒の向上を図ります。 

なお、市の平常時と災害時の役割は、次のとおりです。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 常 時 

●自主防災組織の結成促進及び育成 
●避難情報の伝達手段の整備 
●防災に関する情報の普及・啓発  
●プランの周知 
●要支援者名簿・個別避難計画制度の周知 
●要支援者に関する情報の収集  
●要支援者名簿・個別避難計画の作成 
●避難所等の整備・福祉避難所の指定 
●防災訓練・防災学習会の実施 など 

●防災情報の発信 
●早めの避難につなげる避難情報の発令  
●要配慮者支援班の設置 
●避難支援等関係者との連携  
●要支援者の安否確認  
●避難所等の開設と運営 
●避難所等での生活支援 
●福祉避難所の開設 など 

災 害 時 



- 14 - 
 

２ 避難行動要支援者の特徴と避難支援時の注意点  

要支援者には要支援の区分に応じて「特徴」や「避難支援時の注意点」があることから、
これらに配慮した避難支援を行う必要があります。 

区 分 要支援者の特徴 避難支援時の注意点   

高
齢
者
等 

要
介
護
認
定
者 

●自⼒でできることとできないこと
の個人差が⼤きい。 

●体⼒が衰え行動機能が低下してい
る場合は、緊急事態の察知が遅れ
る場合がある。 

●⻑距離の歩行が困難な場合があ
る。 

●自⼒での避難が困難である。 
●認知症などにより自分で判断し、

行動することが困難な場合があ
る。 

●自分の状況を伝えることが困難な
場合がある。 

●⾝体に不自由な部分がある場合は、
体のどの部分が不自由なのか確認
して、個人の状態に応じた避難支援
を行う。 

●歩行が困難な場合は、車いす等の移
動手段を確保する。 

●自⼒歩行ができない場合は、担架や
毛布等で作った応急担架を使用す
る。 

●危険な状況や避難の必要性を簡単
な言葉でゆっくりと説明する。 

●危険な状況が理解できていない場
合があることから、頻回に声掛けを
するなど本人を安心させ、落ち着か
せるようにする。 

●不安が強い場合は、誰かが付き添
い、手を引くなどして移動させる。
（一人にしない。） 

●災害の不安から⼤声や奇声をあげ
たり、異常な行動をしても叱ったり
しない。 

障
害
者 

肢
体
不
自
由 

●下肢の障害等により、自⼒で避難
することができない場合がある。 

●歩行が困難な場合は、車いす、担架、
毛布等で作った応急担架等を使用
する。 

●車いすを使用している方には、必ず
付添いが必要である。 

内
部
障
害 

●外見から障害のあることがわから
ない場合がある。 

●特殊な薬剤や継続的な服薬、医療
的ケアが必要な場合がある。 

●医療機器を常時使用している場合
がある。 

●常時使用している福祉用具・医療機
器等を携帯する。 

●声掛けを頻繁に行うなどして、本人
を安心させる。 
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区 分 要支援者の特徴 避難支援時の注意点 

障
害
者 

視
覚
障
害 

●目視により災害の状況が判断でき
ない。 

●一人で避難することは困難である。

●白杖を使用している方には、避難支
援等関係者等の肘をつかんでもら
い、ゆっくりとした歩行速度で誘導
する。 

●盲導犬を伴っている方には、避難支
援等関係者等が盲導犬を触ったり
引いたりせず、避難する方向を説明
する。 

聴
覚
障
害 

●避難情報を受け取ることが困難な
場合がある。 

●外見から障害のあることがわから
ない。 

●手話・筆談・⾝振り等で状況を説明
して誘導を行う。 

 

精
神
障
害 

●災害の発生により、精神的な動揺
が激しくなり、会話ができなくな
る場合がある。 

 

●孤立しないよう家族等と一緒に避
難する。 

●頻繁に声掛けを行うなどして、本人
を安心させる。 

●優しい言葉で呼びかけ、災害の不安
から⼤声や異常行動をしても叱ら
ない。 

知
的
障
害 

●危険な状況を判断して、危険回避
のための行動をとることが困難な
場合がある。 

●災害の発生により、パニックに陥
り、行動を停止する場合がある。 

●コミュニケーションに対する配慮
が必要な場合がある。 

●孤立しないよう家族等と一緒に避
難する。 

●頻繁に声掛けを行うなどして、本人
を安心させる。 

●優しい言葉で呼びかけ、災害の不安
から⼤声や異常行動をしても叱ら
ない。 

●動揺が激しい場合は、手を引いて安
全な場所まで避難する。 

難
病
患
者
等 

特
定
疾
患 

●外見からは特定疾患の患者である
ことがわからない場合がある。 

●特殊な薬剤や継続的な服薬、医療
的ケアが必要な場合がある。 

●医療機器を常時使用している場合
がある。 

●常時使用している医療機器等を携
帯する必要がある。 

●頻繁に声掛けを行うなどして、本人
を安心させる。 
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区 分 要支援者の特徴 避難支援時の注意点 

難
病
患
者
等 

小
児
慢
性
特
定
疾
病 

●外見からは小児慢特定疾病の患者
であることがわからない場合があ
る。 

●特殊な薬剤や継続的な服薬、医療
的ケアが必要な場合がある。 

●医療機器を常時使用している場合
がある。 

●自分で危険を判断し避難すること
が困難な場合がある。 

●通常は保護者に伴われている。 

●常時使用している医療機器等を携
帯する必要がある。 

●⼤人の動揺が子供に伝わってしま
うので、普段どおり接するように心
掛ける。 

 

 

 

 

 

３ 高齢者施設等における避難支援等  

特別養護老人ホームや介護老人福祉施設等の施設へ入所している要支援者や医療機関へ
⻑期間入院している要支援者については、原則として施設や医療機関において避難支援等
が行われます。 

なお、施設や医療機関への情報伝達の方法等については、「田辺市避難情報の判断・伝達
マニュアル」（以下「避難情報の判断・伝達マニュアル」といいます。）に定めています。 
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第４章  情報伝達体制の整備 

 
１ 避難情報の発令  

市は、「地域防災計画」と「避難情報の判断・伝達マニュア
ル」に基づき、避難情報を発令します。 

特に、台風や豪⾬により、災害の発生が予想される場合には、
要支援者の安全な避難を確保するため、「高齢者等避難」を発令
し、早期の避難を呼びかけるものとします。  

【避難情報発令時の状況と市民に求める行動《避難情報の判断・伝達マニュアル～抜粋～》】 

区 分 発令時の状況 市⺠に求める⾏動 

【警戒レベル３】 
高齢者等避難 

●高齢者等、特に避難行動に
時間を要する者が避難行
動を開始しなければなら
ない段階であり、人的被害
の発生する可能性が高ま
った状況 

●台風等が紀伊半島に接近・
通過することが予想され
る場合 

●高齢者等、特に避難行動に時間を
要する者は、計画された避難場所
への避難行動を開始 

●上記以外の者は、避難の準備を整
えるとともに、以後の防災気象情
報、水位情報等に注意を払い、自発
的な避難を開始することが望まし
い。 

【警戒レベル４】 
避難指示 

●通常の避難行動ができる
者が避難行動を開始しな
ければならない段階であ
り、人的被害の発生する可
能性が明らかに高まった
状況 

●前兆現象の発生や、現在の
切迫した状況から、人的被
害の発生する危険性が非
常に高いと判断された状
況 

●堤防の隣接地等、地域の特
性等から人的被害の発生
する危険性が非常に高い
と判断された状況 

●人的被害の発生した状況 

●通常の避難行動ができる者は、計
画された避難場所等への避難行動
を開始 

●避難を行うことがかえって命に危
険を及ぼしかねないと自ら判断す
る場合には、「近隣の安全な場所」
（近隣のより安全な建物等）への
避難や、「屋内安全確保」（屋内のよ
り安全な場所への移動）を行う。 

●避難情報の発令後で避難中の住⺠
は、確実な避難行動を直ちに完了 

●未だ避難していない対象住⺠は、
直ちに避難行動を開始するととも
に、そのいとまがない場合は生命
を守る最低限の行動をとる。 

【警戒レベル５】 
緊急安全確保 

●既に安全な避難ができず
命が危険な状態 

●対象地区の全ての住⺠が命を守る
最善の行動 
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【「高齢者等避難」を発令したときに開設する避難所等】  

 
 

地 域 ブロック 施設の名称 

田 辺 

中 部 田辺第一小学校（※中部公⺠館） 
東 部 ひがしコミュニティセンター 
南 部 東陽中学校（※東部公⺠館） 
⻄ 部 ⻄部センター 
新 庄 新庄公⺠館 

芳養谷 
上芳養農村環境改善センター 
中芳養小学校 
芳養公⺠館 

秋津谷 

稲成小学校 
上秋津農村環境改善センター 
秋津川公⺠館 
会津小学校 

三栖谷 

万呂コミュニティセンター 
東原多目的集会所 
旧伏菟野小学校 
三栖コミュニティセンター 

龍 神 

龍 神 龍神小学校 
上山路 龍神行政局 
中山路 龍神市⺠センター 
下山路 咲楽小学校 

中辺路 
栗栖川 中辺路コミュニティセンター 
二 川 旧二川小学校 
近 野 近野小学校 

⼤ 塔 
鮎 川 ⼤塔総合文化会館 
三 川 三川集会所 
富 里 富里生活改善センター 

本 宮 

三 里 
三里地区地域防災拠点施設 
三里小学校 

本 宮 本宮中学校 

四村川 
下湯川集会所 
旧皆地小学校（僻地集会所） 

請 川 
旧静川小学校 
小津荷集会所 
請川地区地域防災拠点施設 
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２ 避難行動要支援者を含めた地域住民への情報伝達体制  

市は、災害時等に要支援者をはじめとする地域住⺠に対し
て、避難情報の発令や開設している避難所等を迅速かつ正確
に伝達する必要があるため、これらの情報を防災行政無線
（⼾別受信機を含みます。）、緊急速報メール、防災・行政
メール、LINE（ライン）やフェイスブック等の田辺市公式Ｓ
ＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、広報車
等の様々な媒体を活用して、伝達するものとします。 

また、要支援者の避難支援等を確実に行うため、自主防災組織等の避難支援等関係者に
対しては、上記の方法に併せて電話又はＦＡＸ等により、情報を伝達するものとします。 

【要支援者に対する避難情報の伝達経路】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

田辺市（災害対策本部） 

●電話 

●FAX など 

●防災行政無線 

●防災・行政メール 

●田辺市公式 SNS 

●広報車 など 

避難支援等関係者 

避難支援者等への 

連絡・避難支援 

避 難 行 動 要 支 援 者 
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３ 情報伝達手段の整備  

要支援者は、防災情報や避難情報を自ら収集し、その情報に基づき避難所等への避難時
期について適切に判断する必要があることから、市は、情報伝達手段の多重化・多様化を
図ります。「⼾別受信機」の貸与、「障害者等の日常生活用具給
付事業」の情報、「意志疎通支援用具の給付」等を通じて、情報
入手が困難な要支援者の特性に応じた情報伝達手段の整備を推進
します。 

また、要支援者に対し、多様な情報機器等の周知に務めま
す。                  

【要支援者の特性に配慮した情報機器等】 

 

  

区 分 情報機器等   

肢体不自由 

●テレビ 
●ラジオ 
●防災・行政メール 
●田辺市公式SNS（LINE(ライン)、フェイスブック、ツイッター） 
●フリーハンド用機器を備えた携帯電話 など 

視 覚 障 害 
●テレビ 
●ラジオ 
●受信メールを読み上げる携帯電話 など 

聴 覚 障 害 

●テレビ（文字、手話放送） 
●防災・行政メール 
●田辺市公式SNS（LINE(ライン)、フェイスブック、ツイッター） 
●ＦＡＸ など 

そ の 他 

●テレビ 
●ラジオ 
●防災・行政メール 
●田辺市SNS（LINE(ライン)、フェイスブック、ツイッター） 
●田辺市ホームページや報道機関等のインターネットを通じた情報

提供 など 
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第５章  避難支援体制・安否確認体制の整備 

 

１ 避難行動要支援者の避難支援  

要支援者への避難支援や安否確認等は、「要支援者名
簿」と「個別避難計画」に基づいて、避難支援等関係者、
避難支援等実施者、地域住⺠等（以下「避難支援者等」と
いいます。）が協⼒して行います。 

避難支援者等は、自⾝やその家族等の安全確保を最優先
に、災害の状況等に応じて、可能な範囲で要支援者の避難
支援や安否確認等を行うものとします。 

避難支援者等は、避難支援や安否確認を行う中で、要支援者を避難所等へ移送した場合
や要支援者が親族・知人宅等へ避難したとの情報を入手した場合には、市災害対策本部の
安否情報収集窓口へ連絡します。 
 
２ 避難経路の確認  

避難所等までの避難経路の選定は、⼟砂災害、洪水による浸水、津波の被害等が予想さ
れる危険な箇所を避けるとともに、要支援者の避難・搬送方法を考慮した避難経路を優先
的に選定するなど、安全な避難の確保に努めるものとします。 

また、要支援者は、避難支援者等とともに、自宅から避難所等までの経路をあらかじめ
確認しておきます。 
 
３ 安否確認の体制  

(1) 要支援者の安否情報収集窓口の設置 
要支援者の安否確認は、主に避難所等において実施さ

れますが、それだけでは十分に確認できていないことか
ら、市は、災害対策本部における要配慮者支援班の中に、
要支援者の安否情報を収集する窓口を設置して、要支援
者の安否確認や避難情報を収集するものとします。 

 
 (2) 安否確認の方法 

市は、「要支援者名簿」や「個別避難計画」を活用し、避難支援者等と協⼒し
て、要支援者の所在や安否確認を行います。 

なお、安否確認については、様々な機関等を含む地域全体から情報を収集する体
制を整備するものとします。   
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第６章  避難所等における支援 

 

１ 避難所等  

(1) 避難所等の開設・運営 
市は、「地域防災計画」に基づき避難所等を開設し、「田

辺市避難所運営マニュアル」に基づき避難所の運営を実施し
ます。 

 
(2) 避難所等の整備 

トイレの整備、通路の段差解消、スロープの設置等、バリアフリー化に取り組む
とともに、冷暖房機器等を設置するなど、避難所の環境整備に努めます。 

また、感染症対策として、手指等の消毒や定期的な換気ができる体制整備や避難
者が十分なスペースが確保できるような配置、感染の疑いのある方の専用スペース
の確保などに取り組みます。 

 
(3) 要配慮者の避難スペースの確保・整備 

避難所等に、要配慮者用の避難スペースを優先的に確保
し、プライバシーを確保するためパーテーション等の間仕
切りを設置します。 

 
(4) 要配慮者への情報提供 

要配慮者には、情報が伝達されにくいことから、要配慮者の特性や状態に応じ
て、伝達方法を工夫するように努めます。 

 
(5) 要配慮者への物資の確保 

避難所等での生活が⻑期化した場合に備え、市は、要配慮者の
特性に応じた食糧、飲料水、介護用品、医薬品等を調達し、配給を
行います。 

なお、要配慮者用の物資を迅速に確保するため、平常時から⺠間
企業等と物資の供給に関する協定の締結等に取り組みます。 

 
(6) 要配慮者のニーズの把握 

避難所等では、相談対応を通じて要配慮者からの要望を把握し、災害対策本部と
連携し、情報伝達や支援物資の提供等を行います。女性と男性で受ける影響やニー
ズが違うことに留意しながら、きめ細かな対応に努めます。 
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なお、相談を受け付けるときは、それぞれの避難所等において、プライバシーを
確保した相談窓口を設置するなど、相談しやすい環境づくりに努めます。 

 
(7) 支援体制等の整備 

避難所等においては、要支援者をはじめとする被災者の健
康管理を行う必要があるため、保健師等による健康相談、二
次的健康被害（深部静脈血栓症（DVT）等）の予防、こころ
のケア等を順次実施するとともに、要支援者の状況に応じ
て、福祉避難所での受入れ、福祉施設への緊急入所、医療機
関への入院の手続を行います。 

 
２ 避難生活で配慮すべき事項  

避難所等では、要支援者の区分に応じて「避難生活での注意点」があることから、これ
らに配慮した支援を行う必要があります。 

区 分 避難生活での注意点 

高
齢
者
等 

要
介
護
認
定
者 

●避難生活に必要な物資を提供する。 
●布団やベッド等の必要物品を提供する。 
●日頃使用している薬を持参していない場合は、医師・薬剤師に相談し提供

する。 
●状態に配慮した食事や介護用品を提供する。 
●転倒の危険やトイレの移動等に負担のない範囲で、自立を妨げない居住

スペースを確保する。 
●プライバシーを確保する。 
●グループホーム等からの集団避難には、同じ施設の関係者だけで生活で

きる居室を提供する。 
●避難者の中で、支援者がいるかを確認する。 
●家族と連絡がとれているかを確認する。 
●介護者が休めるスペースを確保する。 
●介護を交替してくれる援助者を確保する。 
●相談窓口の場所を知らせる。 
●機能低下防止や日常的な介護のため、訪問介護等の介護サービスが再開

したあとは、積極的にサービスの利用を促す。 
●不穏症状が現れても、周囲への影響や家族のストレスが最小限になるよ

うに対応方法を準備する。 
●こころのケアの実施や精神科の診察が受けられるように調整する。 
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区 分 避難所等での注意点 

障
害
者 

肢
体
不
自
由 

●車いす等を置くために必要なスペースを確保する。 
●車いすが通行できる通路幅を確保する。 
●出入口やトイレに近い場所を確保し、移動が少なくなるように配慮する。 
●体温調節が困難な方もいるため、毛布等を優先的に配付する。 
●相談窓口の場所を知らせる。 

内
部
障
害 

●特殊な薬剤や食事制限等の情報確認が必要となることから、情報収集に
努める。 

●医療機器が継続的に使用できるよう、必要物品とバッテリー等を確保す
る。 

●医薬品や衛生材料の確保やケアが可能なスペースを確保する。 
●医療機関と連携し、継続的な治療の実施や必要に応じて医療機関に移送

する必要がある。 
●相談窓口の場所を知らせる。 

視
覚
障
害 

●携帯ラジオ等を配付し、音声情報が確保できるように配慮する。 
●ガイドヘルパー等の援助者を確保し、情報や救援物資、白杖等の補装具や

日常生活用具の入手ができるように配慮する。 
●相談窓口の場所を知らせる。 

聴
覚
障
害 

●広報掲示板、見えるラジオ（ＦＭ文字多重放送）、テレビの文字放送等、
手話や文字での情報が確保できるように配慮する。 

●手話通訳者等の援助者を確保し、情報や救援物資、補聴器等が入手できる
ように配慮する。 

●手話通訳者等を必要とする方をできるだけ近くにまとめ、情報が行き渡
るように配慮する。 

●相談窓口の場所を知らせる。 

精
神
障
害 

●服薬の継続や相談ができるよう、医療機関との連絡体制を確保する。 
●こころのケアの実施や精神科の診察が受けられるように調整する。 
●病気のため、集団生活になじめないことへの配慮や避難生活の支援が必

要である。 
●相談窓口の場所を知らせる。 

知
的
障
害 

●環境変化への理解が伴わず、不安になったり混乱したりすることがある
ため、家族等と一緒にいられる生活スペースを個別に確保するなど、気持
ちを落ち着かせる配慮が必要である。 
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区 分 避難所等での注意点 

難
病
患
者
等 

特
定
疾
病 

●専門的な治療の継続が必要となる場合がある。 
●医療機器が継続使用できるよう、必要物品とバッテリー等を確保する。 
●服薬の中断等により、体調の悪化が予想されるので、早期に医療機関と

連携する必要がある。 
●医療への依存が高い方には、医療機関への入院を勧める。 
●歩行が不安定な方には、機能低下をきたさないように配慮しつつ、ＡＤ

Ｌに配慮した生活スペースを確保する。 
●周囲に特定疾病患者であることが知られないように十分配慮する。 
●相談窓口の場所を知らせる。 

小
児
慢
性
特
定
疾
病 

●歩行が不安定な方には、機能低下をきたさないように配慮しつつ、ＡＤ
Ｌに配慮した生活スペースを確保する。 

●周囲に小児慢性特定疾病患者であることが知られないように十分配慮す
る。 

 

 

 

 

 

 

３ 福祉避難所  

(1) 福祉避難所の開設 
市は、自宅や避難所等での生活が困難な要支援者の生活を支援

するため、介護員等の支援が必要な要支援者を対象とする福祉避
難所を開設します。 

 
(2) 福祉避難所の利用対象者 

福祉避難所の利用対象者は、要支援者のうち、避難所等での生
活が困難な方で、⾝体等の状況が特別養護老人ホーム等への入所や医療機関への入院
が必要ない程度の方とします。 

なお、要支援者の生活を支援する家族等も、要支援者とともに福祉避難所に避難す
ることができます。 

また、市職員等が避難所等での生活が困難であると認めた方についても、必要に応
じて福祉避難所への避難を検討するものとします。 
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(3) 特性に応じた要支援者の受入れ 
福祉避難所では要支援者の特性に配慮した支援を行うため、原則として、高齢者

は高齢者施設、障害者は障害者施設で受け入れることとします。   
 
(4) 福祉避難所の周知 

福祉避難所の指定等を行った場合は、地域防災計画に掲載す
るとともに、あらかじめ要支援者及び避難支援等関係者を含む
地域住⺠に周知し、周辺の福祉関係者の十分な理解を得るもの
とします。  
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【要支援者の福祉避難所への避難の流れ】 
   

   

   

 
 
 

身の安全を最優先に確保する 

要支援者の申し出や避難支援等関係者又は 

市職員により福祉避難所への避難が必要な方を確認 

避難支援等関係者は要支援者の避難支援を行い

ながら最寄りの避難所等に避難 

福祉避難所を開設 

避難行動要支援者 避難支援等関係者 田 辺 市 

福祉避難所へ避難 

対象者を 

福祉避難所へ移送 

災 害 発 生 
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【市内の指定福祉避難所】 

施 設 名 
特別養護老人ホーム 鮎川園 

特別養護老人ホーム 龍トピア 

介護老人保健施設 あきつの 

 

※この他、協定を締結している協定福祉避難所があります。 
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